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米国税制改革アップデート
下院案本会議可決

EY税理士法人アラート・ライブラリー

EY税理士法人が発行したアラートは、 
下記サイトからご覧になれます。
www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html

2017年11月16日、米国議会下院は、米国税制改革法「The Tax Cuts and 
Jobs Act」を227対205で可決しました。上院では財政委員会による法案修正
手続き（マークアップ）が継続して行われており、感謝祭後までにはそちらも本
会議審査に入る予定です。下院案は、歳入委員会によるマークアップ最後の段
階で複数の修正が入り、規定によってはその内容が二転三転したため、最終的
な規定が分かり難いケースがあると考えられます。以下に、可決された下院案
の骨子を再度お知らせします。上院案が可決された後、法律は両院一致法によ
り調整が行われます。現状の上院案は、下院案とは異なる点も多く、以下の内
容がそのまま法律となる訳ではありませんのでご留意ください。

法人税及び事業活動に対する課税
• 個人オーナーが自営業・パススルー主体経由で認識する事業所得は25%課税 
（人的役務に基づく事業は対象外）

• 法人税率20%（2018年課税年度より）

• AMT（Alternative Minimum Tax: 代替ミニマム税）撤廃

• 過去からのAMTクレジット繰越額は、2018年及びそれ以降の課税年度にて
他のクレジット適用後の通常法人税額と相殺可

• さらに2019年から2021年課税年度において、AMTクレジット未使用額の
50%まで還付可

• 2022年にその時点のAMTクレジット残高全額還付

http://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
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• 2017年9月28日から2022年末までに取得される動産事
業資産の100%初年度償却

• 納税者にとって新規取得であれば中古資産も対象

• 2018年及びそれ以降の課税年度に発生するNOL（Net 
Operating Loss： 繰越欠損金）の繰越期限廃止・繰戻撤廃 
（小規模事業・災害損失免除あり）

• 2018年及びそれ以降の課税年度のNOL使用額は繰越
年度の課税所得90%上限

• NOL繰越額は、「短期AFR（Applicable Federal Rate:  
アメリカ合衆国内国歳入庁制定利率） ＋ 4%」で毎期増額 
（2018年及びそれ以降の課税年度に発生するNOL）

• R&D及び低所得者住宅税額控除温存

• 米国製造者控除（Section 199）を含む多くの他の恩典は
撤廃されるが、エネジー関係の一部クレジット温存

• ネット支払利息損金算入制限（小規模事業免除、不動産・ 
ユーティリティー業免除あり）

• Adjusted Taxable Income（EBITDAに相当）の30%を
超えるネット支払利息損金不算入

• 米国連結納税を行っている内国法人グループにかかわ
る規定不在

• 損金不算入額は5年繰越可

• 既存のアーニングス・ストリッピング規定（163(j)）は撤廃

• 多国籍企業グループに属する米国法人（又は米国支店）の
ネット支払利息損金算入制限

• 米国法人及び外国法人を含む連結財務諸表を作成して
いる多国籍企業グループが対象（グループ売上が1億米
ドル（3年平均）以下のグループは対象外）

• 米国連結納税を行っている内国法人グループはまとめ
て一社扱い

• 全世界グループネット支払利息（会計ベース）をEBITDA
レシオで米国法人に配賦

• 米国法人ネット支払利息（会計ベース）と前述の米国法
人配賦額のレシオで損金算入可能%算定（100%上限）

• 米国法人ネット支払利息（米国税務ベース）の110%に 
損金算入可能%を乗じた金額が損金算入額上限

• 前述のEBITDA30%制限下と比較し、制限額が大きい方
の規定適用

• 損金不算入額は5年繰越可

国際課税
• 海外子会社（10%以上投資先）からの配当非課税（テリトリ
アル課税制度）

• 未配当原資累積額（2017年11月2日又は12月31日時点
どちらか大きな額）に一括課税

• 14%（事業資産に再投資されているケースは7%）

• 8年間の分割納付可能

• 部分的に外国税額控除あり

• 海外子会社（50%超投資先）の高収益所得に対して米国株
主側で即時課税

• 課税部分に対応する外国法人税80%を上限に外国税額
控除あり

• 米国法人（又は外国法人の米国支店）がIFRG内の米国外 
関連会社に行う「特定支出」に法人最高税率（法改正後は
20%）でペナルティー課税（特定支出が1億米ドル以下（3年
平均）のケースは免除）

• IFRG（International Financial Reporting Group）は、
連結財務諸表を作成している多国籍企業グループ

• 特定支出には費用項目ばかりでなく、棚卸資産の仕入
れ、資産取得コストも含まれる（支払利息、コモディティ・
債券取得コスト、マークアップなしのサービス費用は対
象外）

• 受け手の外国法人がECI（Effectively Connected 
Income: 米国に事業活動があり、その事業活動に 
実質関連している所得）として申告している金額は対
象外

• 30%源泉税対象となる支出は対象外（条約で源泉税
が低減されている場合には、低減相当分額が特定支
出扱い）

• 法人税算定目的で損金不算入

• 外国法人が特定支出を、米国事業所得（ECI又は
PE（Permanent Establishment: 恒久的施設）帰属所
得）として申告課税扱いする選択可能（費用実額は損金
不算入だが経費相当みなし額の控除あり）

• 当選択下では特定支出は「みなしPE」に帰属すると
扱われるため条約適用不可

• 経費相当みなし額は、全世界グループの該当プロダ
クトラインの会計上の米国外利益率（金利・税金前）
を基に算定
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。
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最新の税務情報を配信しています。

• 特定支出に対する外国税金は80%を上限に外国税
額控除可能

• 2019年1月1日及びそれ以降の支出に適用

個人所得税
• 現状の7税率区分を12%、25%、35%、39.6%の4区分に簡
素化

• キャピタルゲイン及び適格配当の低税率はそのまま

• 標準控除額を独身申告12,000米ドル、夫婦合算申告
24,000米ドルと倍増

• 住宅ローン金利個別控除を50万米ドル、新規取得物件に 
対するものに限定

• 不動産・動産税個別控除は10,000米ドルを上限に温存

• 慈善団体への寄付金個別控除温存

• 人的控除撤廃

• 子女税額控除を一人当り1,600米ドルに増額

• 子女以外の扶養家族税額控除300米ドル

• 代替ミニマム税（AMT）撤廃

• 401(k)、IRA、を含む退職金プランは温存

• 現存のその他控除撤廃

遺産税・Generation Skipping  
Transfer Tax
• 非課税枠を増額した上で2025年より撤廃


